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埼玉県県土整備部「週休２日制モデル工事」試行要領の改定について（参考送付） 

 

本県の県土整備行政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解と御協力を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

さて、埼玉県県土整備部「週休２日制モデル工事」試行要領を改定いたしましたので参

考に送付します。 

つきましては、貴団体会員へ周知を図っていただくようお願いします。 

なお、主な改定内容及び改定の施行対象工事は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 主な改定内容 

（１）第２条（週休２日の定義） 

  ・完全週休２日の導入 

  ・月の合計日数以上に休日確保を行っている場合のみなし規定を追加 

  

（２）第６条（経費の補正） 

  ・各経費における補正係数の変更 

 

（３）第７条（実施方法） 

  ・提出様式の変更 

 

２ 改定の施行対象工事 

  令和７年１０月１日以降に公告する工事 

  ※ただし、９月単価を使用して積算した工事は、従前の試行要領を適用する 

   こととする。 

 

 

 

 

                     担 当：建設企画担当 松村、関根、山本 

                     電 話：０４８－８３０－５１９１ 

                     e-mail：a5190-26@pref.saitama.lg.jp 


